
 

 

商売繁盛セミナー 販売促進編 
 

 コロナ禍を経て、日を追うごとに WEB を活用した売上の獲得の重要性・必要性が

高まっています。とは言え、何から始めたらいいのか、どんなプラットフォームを 

使うのが良いのか、等々、気にはなっているけれど、分からないことだらけでお悩み

の事業所が多いと思います。 

 今回、商業部会を中心に、WEB を活用した売上の創り方を学ぶためのセミナー  

（初級編）を企画しましたので、事業活動に WEB の活用を採り入れたい事業所に 

おかれましては是非、ご参加ください。（zoomでのWEB参加もできます。） 

  今回のセミナーは初級者向けですが、更に踏み込んだ取組には専門家派遣や各種 

補助金制度の活用も可能な場合がありますので、商工会へご相談ください。 
   

   事業名称：商売繁盛セミナー 販売促進編 

        WEBを活用した売上の獲得方法について（初級編） 

   開催日時：令和４年１０月２０日（木） １３時３０分より 

   開催場所：世羅町商工会 本所 大研修室(西上原１２１－５) 

   内  容：第 1部 ECサイトや SNSの種類と導入までの具体例 (60分) 

        第 2部 WEBを活用した販促に向けたブランディング 

(自社の魅力の掘り下げ・訴求)        (30分) 

   講  師：第１部 株式会社 IRMANO ディレクター  近 藤  有 季 氏  

        第２部 株式会社 IRMANO プロデューサー 福 田  真 弓 氏 

   お申込み：10月初旬に募集チラシを朝刊新聞折込します。 

        お電話でのお申し込みも受け付けますのでご連絡ください。 

 

WEBの活用…、敷居が高そう…、そうでもないかも？！ 

        商工会で日頃ご相談を受けている事業者様の経営

支援を行うにあたって、国や世羅町の施策の利用を

提案する機会が多くあります。その中で、近年の 

中小企業向け施策が事業規模に関わらず、今後企業

が 継続・発展していくためには WEB の活用に 

よる販路の獲得や業務のデジタル化による効率化が

必要不可欠なものであるという考えのもとで制度 

設計されていることもあって、事業計画の策定支援

に際して「WEBを活用した情報発信や販路拡大が 

重要」と決まり文句のように計画に盛り込みつつも効果的な実施・ 

運用に至らないケースも多くあります。 

 一言に「ＷＥＢの活用」「デジタル化」と言っても業種・業態に

よってその方法は千差万別、出来ることも出来ないこともある中 

から、自社に合う方法を見つけていくのは非常に大変な作業です。 

 今回の商売繁盛セミナーではこれからＷＥＢの活用を始めていき

たい事業者向けの【初級編】として、売上に 

繋がるＷＥＢサービスやその始め方などを 

簡単に・幅広く知っていただけるような内容 

で企画をしました。 

 皆様の事業の新しい可能性の一つになると 

思いますのでお気軽にご参加ください。 

 
適格請求書保存方式(インボイス制度)が  

令和５年 10月 1日からスタートします。 
インボイス制度下では、取引先が消費税の 

仕入税額控除を受けるためには、自社がイン 
ボイス発行事業者にならなければなりません。 

一方で、インボイス発行事業者となるには消費税の課税事業者と 
なる必要があるため、これまで免税だった事業者にも消費税の納税
義務が発生します。 
また、インボイスの発行事業者となるためには予め、登録して 

おく必要があり、その登録手続きは・・・、と紙面だけでは伝えき
れないインボイス制度に関係する様々なことについての講習会 

（説明会）を右記の日程で開催予定ですので、インボイスへの対応
が必要な事業者におかれましてはぜひご参加ください。 

 

消費税インボイス制度講習会 
開催日時：令和 4年 11月  1日(火)  13 時 30分～15時 30 分 

場  所：世羅町商工会 本所（世羅町西上原１２１－５） 

講  師：GO＆DO篠原税理士法人 石森 仁美 税理士 

内  容：インボイス制度の概要 

     導入までのスケジュール 

課税事業者はどう取り組み準備すべきか 

免税事業者はどう対応すべきか 

申  込：講習会のチラシを本会報に同封しております。 

必要事項をご記入の上、お申込みください。 

 

商業部会 
研修や親睦事業の企画を進めています。上欄の

商売繁盛セミナーは皆様の事業の新たな可能性
を探る機会になればと企画いたしましたので多く
の方にご参加いただけましたら幸いです。 

新入会員のご紹介  
9 月 9 日開催の理事会にて新たに次の 5 事業所の新規入会が承認されまし

たのでご報告いたします。今回の加入承認を含めて、９月 12 日時点の世羅

町商工会の会員数は年度当初から 11会員増えて 633会員となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

※のある事業所は事業承継による加入 

世羅町新規創業助成金利用者を含め、毎年多くの方が世羅町で起業・創業

されており、地域の新陳代謝・活気にも繋がっているように感じられます。 

工業部会 
前回記事掲載いたしました 11 月 11 日(金)開催

予定の三原市消防本部等の視察研修につきまして
は、新型コロナの状況を踏まえて 10 月上旬を目途
にご案内いたします。 

青年部 
子どもたちに夏の思い出を届けるための独自事

業「Drive in Theater」を 8月 27 日に開催しまし
た。当日は 73 台の参加があり、夏の最後の思い出
作りに貢献できました。 

女性部 
今年度の新事業「おとなの図工教室」も残すと

ころ 4回となりました。各回、予想外の気付きや 
思わぬ出来上がりにとても盛り上がっています。
まだまだ参加希望者募集中です！ 

 

広島労働局からのお知らせ 
広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わります（詳細は

HPもご確認ください）。 

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の

産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定（産業別）最

低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部

賃金室(082-221-9244)にお問合せください。 

また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ

場合に、一部を助成する制度があります。お早めに広島県労働局雇用環境・均等室

(082-221-9247)にお問合せください。 

なお、賃金引上げに関する規定や環境の整備については、広島働き方改革推進支

援 センター(0120-610-494)にて支援を行っています。 

 

雇用保険料率が変わります 
 令和 4 年 4 月から雇用保険の事業主負担の保険料率が引き上げら

れましたが、令和 4 年 10 月から労働者負担・事業主負担の保険料

率が引き上げられますので給与計算の際にはご注意ください。 
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正しいリスク認識と適切な備えが必要です。 
時代や社会環境の変遷による多様化もあって、日々の 

事業を営む中で多くのリスクが存在しています。リスクを 

回避することに越したことはありませんが、不慮の事故へ

の備えをしておくことが、事業・生活を継続していく上では

重要です。中小企業庁では、小規模事業者等の事業継続力

の強化が重要な支援課題だと認識しており、自然災害だけ

でなく感染症や事業主の不慮の事故等も含めた事業所の

有事への包括的な備えの構築が重要だとしています。 

商工会では、スケールメリットを活かした商工会独自の 

共済制度だけでなく、保険会社と提携した割安な損害保険

制度や国が運営する中小企業向け共済制度を取扱い、  

地域の生活を支える中小企業・小規模事業者の状況に  

応じた備えを提供しています。 
 

商工会独自の共済制度 
商工会員・従業員・そのご家族のみが加入できる特別な

共済制度で、推進から共済金のお支払いまでの全てを 
商工会が行いますので、一般的な保険会社に比べて  
低コストで運用できるため、充実した制度設計で万が一に
備えることができます。 
 

保険会社と提携した割安な損害保険制度 

全国ネットの商工会だからできる大口団体扱いで、個社
加入に比べて掛金の割引率が高く、商工会員だから得ら
れるメリットがあります。（参考割引率 ビジネス総合保険
の場合最大約３５％、業務災害保険の場合最大約 50％） 
災害が多発する昨今、BCP(事業の継続)対策の上でも

重要な備えが可能です。 
 

国が運営する中小企業向け共済制度 
 中小企業基盤整備機構等が管掌する小規模企業共済
や中小企業退職金共済等の各種共済の窓口業務を  
行っています。事業主・従業員の将来に備える制度でも 
あり、税制面でのメリットも大きいものです。 
 
 契約手続きと契約開始日で待機が発生してしまう制度
もありますので、お早目のご相談・手続きをお願いします。 

がんやけがのリスクに備える商工会独自の共済制度 

 
全国商工会連合会では全国組織(約 78万会員)であるスケールメリットを 

活かした商工会員だけが加入できる【全国商工会員福祉共済】を運営して 
います。 

  この福祉共済は【けが】【がん】【生命】と３種類の制度で個別に異なる 
【必要な補償】を割安な掛金で確保できる制度になっています。 

  コロナ禍を経て、様々な身の回りの見直しを進められている方が多いと 
思いますが、改めて、ご自身の周りに存在するリスクに対する備えについ 
ても、見直されてみてはいかがでしょうか？ 
  

       トータル「がん」プラン(契約年齢満 6歳～65歳)の補償例 

月払掛金        3,000円 

がん診断共済金   100万円(再発・転移も対象)  

がん手術共済金   40万円～7.5万円（手術種類により） 

がん入院共済金   10,000円／日 

放射線治療共済金  5万円 

先進医療共済金   305万円～5万円(実費の半額程度) 

＋がん以外の病気・けがも補償 （入院日額 5,000円相当） 

 

 
月々2,000円からの安心プラン 

 貯蓄・保障・融資を一つの保険でカバーできる商工貯蓄共済、 
世羅町商工会でも多くのご加入をいただいております。10 年 
満期の定期保険で、従来は満 65 歳の方までしかご加入いた 
だけませんでしたが、全国的の商工会員から寄せられたニーズに 
応えるべく、満 66歳から満 70歳までの方がご加入いただける 
5年満期の契約が新たに誕生しました。 
 これまで積立金を利用する場合には解約しなければならず再契
約に至らないことがあるなど不便さもあった積立金についても、
契約・保障を維持したまま一時払出が可能になりました。 
 掛金の前納による報奨金や健康診断助成金などの広島県内 
商工会だけの独自制度も健在。 
 掛金の約 80％が貯蓄となり、死亡保障だけでなく、いざと 
いう時の資金繰りにも利用できる商工貯蓄共済制度も、商工会 
会員だからこそ利用出来る特別な制度です。 

 
商工会では 10月 11 月を共済推進月間として、皆様にご提案

いたします。新規ご契約者様には記念品をご用意しておりますの
で、この機会に是非、もしもへの備えの充実をご検討ください。 

 

 

 

 

 


